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各計画の全体目標・個別目標（佐賀県がん対策推進計画（第３次）がん対策推進基本計画（第３期・第４期）） 

第３次佐賀県がん対策推進計画 
【国】がん対策推進基本計画 

（第３期・平成 30年 3月） 

【国】がん対策推進基本計画 

（第４期・令和 5年 3月） 

 はじめに 

 本基本計画では、「がん患者を含めた国民が、がん

を知り、がんの克服を目指す。」ことを目標とする。 

はじめに 

 本基本計画では、「がん患者を含めた国民が、がん

を知り、がんの克服を目指す。」ことを目標とする。 

第２全体目標 

１．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

・がんの罹患者を減少させる 

・がんの死亡者の減少を実現する 

 

２．患者本位のがん医療の実現 

・個人に最適化された患者本位のがん医療を実現 

・がん医療の質の向上、それぞれのがんの特性に応

じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ

持続可能ながん医療を実現 

 

 

 

 

 

 

３．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

 

・がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく

中で、必要な支援を受けることができる環境を整

備 

・がん患者が、いつでもどこに居ても、安心して生

活し、尊厳を持って自分らしく生きることのでき

る地域共生社会を実現 

第１全体目標 

１．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

・がんの罹患者を減少させる 

・がんの死亡者の減少を実現する 

 

２．患者本位のがん医療の実現 

・個人に最適化された患者本位のがん医療を実現 

・がん医療の質の向上、それぞれのがんの特性に応

じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ

持続可能ながん医療を実現 

 

 

 

 

 

 

３．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

 

・がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく

中で、必要な支援を受けることができる環境を整

備 

・がん患者が、いつでもどこに居ても、安心して生

活し、尊厳を持って自分らしく生きることのでき

る地域共生社会を実現 

第１全体目標と分野別目標 

１．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

・がんの罹患率を減少させる 

・がんの死亡者の減少を実現する 

 

２．患者本位で持続可能ながん医療の提供 

・患者本位のがん医療を展開することで、がん医療

の質を向上させる 

・それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん

化・集約化を進め、効率的かつ持続可能ながん医

療を提供することで、がん生存率を向上させ、が

ん死亡率を減少させる 

・支持療法や緩和ケアが適切に提供される体制を整

備することで、全てのがん患者及びその家族等の

療養生活の質を向上させる 

 

３．がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社

会の構築 

・がん患者やその家族等が住み慣れた地域社会で生

活をしていく中で、必要な支援を受けることがで

きる環境を整備する 

・全てのがん患者が、いつでもどこに居ても、安心

して生活し、尊厳を持って生きることのできる地

域共生社会を実現 

 

第３分野別施策と個別目標 第２分野別施策と個別目標 第２分野別施策と個別目標 

１．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 １．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 １．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

資料３－２ 
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第３次佐賀県がん対策推進計画 
【国】がん対策推進基本計画 

（第３期・平成 30年 3月） 

【国】がん対策推進基本計画 

（第４期・令和 5年 3月） 

（１）がんの１次予防 

①生活習慣 

・喫煙率を、2022 年度（平成 34 年度）までに男性

29.8％、女性 4.6％、男女合わせて 15.7％ 

・禁煙・完全分煙認証施設数を 2022 年度（平成 34

年度）までに累計 3,000施設に増 

・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者

の割合を、2022年度（平成 34年度）までに 5.0％ 

・運動習慣がある者の割合を、2022 年度（平成 34

年度）までに、20-64 歳では男性 35.0％・女性

27.0％、65歳以上では男性 55.0％・女性 45.0％ 

 

 

 

②ウイルス性肝炎・肝がん対策について 

・把握可能な直近の肝がん罹患者数を 2019年に 209

名以下（2013年から 40減） 

・2022年度までにおける要精密検査者（肝炎ウイル

ス検査陽性者）の医療機関受診率を 90%以上 

・全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部の被保

険者で、35歳以上の生活習慣病予防健診受診者の

肝炎ウイルス検査受検者数を 75,000人以上 

・Ｃ型慢性肝炎等で、治療費助成を受けた県民の定

期検査費助成利用率を 50％以上 

 

（１）がんの１次予防 

 

・平成 34（2022）年度までに、成人喫煙率を 12％、

妊娠中の喫煙をなくす、20 歳未満の者の喫煙をな

くす 

・その他の生活習慣改善については、平成 34（2022）

年度までに、生活習慣病のリスクを高める量を飲

酒している者について、男性 13.0％（13.9％）・女

性 6.4％（8.1％）とすること、運動習慣のある者

について、20～64 歳の男性 36.0％（24.6％）・女

性 33.0％（19.8％）、65 歳以上の男性 58.0％

（52.5％）・女性 48.0％（38.0％）とすること等を

実現 

※（ ）内は、平成 27年のデータ 

（１）がんの１次予防 

 

・栄養・食生活、身体活動・運動、飲酒、喫煙とい

った生活習慣の改善リスクファクターの低減につ

いては、「次期国民健康づくり運動プラン」で定め

る目標値の達成を目指す 

・また、ＨＰＶ、肝炎ウイルス、ＨＴＬＶ－１とい

った発がんに寄与するウイルスや細菌への感染の

減少を目指す 

（２）がんの早期発見及びがん検診（２次予防） 

①受診率向上対策 

・40-69歳の胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検診

の受診率、20-69 歳の子宮頸がん検診の受診率を

50％まで向上 

 

②がん検診の精度管理等 

（２）がんの早期発見、がん検診（２次予防） 

 

・男女とも対策型検診で行われている全てのがん種

において、がん検診の受診率の目標値を 50％とす

る 

 

 

（２）がんの２次予防（がん検診） 

 

・がん検診受診率を向上させ、指針に基づく全ての

がん検診において、受診率 60％を目指す。がん検

診の精度管理を向上させるとともに、精密検査受

診率 90％を目指す 
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第３次佐賀県がん対策推進計画 
【国】がん対策推進基本計画 

（第３期・平成 30年 3月） 

【国】がん対策推進基本計画 

（第４期・令和 5年 3月） 

・がん検診精密検査受診率を 90％以上 

・「事業評価のためのチェックリスト（都道府県用）」

の実施率を 100％ 

・全ての市町が、がん検診の精度管理・事業評価と

して求められる事項の実施率を 95％以上 

・全ての市町において、委託している検診機関の「事

業評価のためのチェックリスト（検診機関用）」の

実施率を 85％以上 

 

③職域におけるがん検診 

・国が策定する｢職域におけるがん検診に関するマニ

ュアル｣に基づき、保険者や事業主と連携して、職

域におけるがん検診の精度管理の取組を実施 

 

・精密検査受診率の目標値を 90％とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮

称）｣を１年以内に策定し、職域での普及を図る 

２．患者本位のがん医療の実現 

（１）がんゲノム医療 

・国におけるがんゲノム医療の体制整備を踏まえ、

拠点病院等において、がんゲノム医療中核拠点病

院からがんゲノム医療連携病院として指定を受け

る等、がんゲノム医療の推進体制に参画 

 

 

 

 

 

（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、科

学的根拠に基づく免疫療法の充実 

・拠点病院において、「がん診療連携拠点病院の整備

に関する指針」を踏まえ、薬物療法や放射線療法

等に携わる 専門医療従事者を確保します。なお、

同指針の見直しがなされた場合は、これを踏まえ

て適切な体制整備を実施 

２．患者本位のがん医療の実現 

（１）がんゲノム医療 

・「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフ

ォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム

懇談会」の報告書を踏まえ、本基本計画に基づき、

段階的に体制整備 

・「がんゲノム医療推進コンソーシアム」を形成する

こと、２年以内に拠点病院等の見直しに着手する

ことなど、がんゲノム医療を提供するための体制

整備の取組を進める 

 

（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免

疫療法の充実 

・新たながん医療提供体制について、２年以内に検

討。必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直し

を行い、拠点病院等の機能を更に充実 

・手術療法、射線療法、薬物療法及び免疫療法に関

するそれぞれの専門的な学会が、それらの治療法

２．患者本位で持続可能ながん医療の提供 

（１）がん医療提供体制等 

・がん患者が、全国どこにいても、質の高いがん医

療を受けられ、がんゲノム医療へのアクセシビリ

ティが確保されていることを目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

・質の高い病理診断が速やかに提供され、安全かつ

質の高い手術療法、放射線療法、薬物療法が適切

なタイミングで提供され、さらに、患者自身が治

療法を正しく理解した上で提供を受けられるよう

にする 
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第３次佐賀県がん対策推進計画 
【国】がん対策推進基本計画 

（第３期・平成 30年 3月） 

【国】がん対策推進基本計画 

（第４期・令和 5年 3月） 

 

 

 

 

 

（３）チーム医療の推進 

・2018年度（平成 30年度）からの 6年間で口腔ケア

研修会への参加者数を累計 600名 

 

に関する最新の情報について互いに共有した上

で、周知啓発を行うよう要請 

 

 

 

（３）チーム医療の推進 

・がん患者が入院しているときや、外来通院しなが

ら在宅で療養生活を送っているときなど、それぞ

れの状況において必要なサポートを受けられるよ

うなチーム医療の体制を強化 

 

 

 

・安全かつ安心で質の高いがん医療の提供に向けて

は、医療従事者間及び多職種での連携を強化する

とともに、拠点病院等を中心に、がんリハビリテ

ーション及び標準的な支持療法が、必要な患者に

適切に提供されるようにする 

 

・国民の緩和ケアに対する正しい認識を促すととも

に、身体的・精神心理的・社会的な苦痛を抱える

全ての患者が、資料を用いる等により分かりやす

い説明を受け、速やかに医療従事者へ相談でき、

適切なケア・治療を受けられる体制を目指す 

 

 

・妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に関する

科学的根拠の創出を目指すとともに、がん患者や

その家族等が、治療開始前に生殖機能への影響に

ついて認識し、適切に意思決定ができるようにす

る 

（４）がんのリハビリテーション （４）がんのリハビリテーション 

・拠点病院等におけるリハビリテーションのあり方

について、３年以内に検討し、その結果について、

拠点病院等での普及に努める 

 

 

（５）支持療法の推進 

・国が作成する支持療法に関するガイドラインに基

づく支持療法を普及 

（５）支持療法の推進 

・がん治療による副作用・合併症・後遺症により、

患者とその家族のＱＯＬが低下しないよう、患者

視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイ

ドラインを作成し、医療機関での実施につなげる 

 

 

（６）希少がん、難治性がん対策（それぞれのがん

の特性に応じた対策） 

（６）希少がん、難治性がん対策（それぞれのがん

の特性に応じた対策） 

・中核的な役割を担う機関を整備し、希少がん対策

（２）希少がん及び難治性がん対策 

 

・希少がん患者及び難治性がん患者が、必要な情報
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第３次佐賀県がん対策推進計画 
【国】がん対策推進基本計画 

（第３期・平成 30年 3月） 

【国】がん対策推進基本計画 

（第４期・令和 5年 3月） 

を統括する体制を２年以内に整備 

・希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高

い診断、治療法の研究開発を効率的に推進するた

め、国際的な研究ネットワークの下で行うなど、

がん研究を推進するための取組を開始。患者に有

効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やか

に提供するための体制づくりを進める 

 

にアクセスでき、そこから速やかに適切な医療に

つながれることを目指す 

（７）小児がん、AYA世代のがん、高齢者のがん対策 

・小児・AYA世代のがんの経験者に対する体制整備の

ため国が見直しを行う拠点病院の整備指針に対応

し、適切な体制を整備 

 

（７）小児がん、AYA世代のがん、高齢者のがん対策 

・「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及

び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」

で検討を行い、３年以内に、小児がん拠点病院と

がん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行

う 

 

（３）小児がん及び AYA世代のがん対策 

・小児がん患者及びＡＹＡ世代のがん患者やその家

族等が、適切な情報を得て、悩みを相談できる支

援につながり、適切な治療や長期フォローアップ

を受けられることを目指す 

・小児がん領域での研究開発を進める 

 

・国が策定するガイドラインに基づき、高齢のがん

患者の意思決定支援の体制を整備 

 

・高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策

定した上で、診療ガイドラインを拠点病院等に普

及することを検討 

 

（４）高齢者のがん対策 

・多職種での連携や地域の医療機関等との連携を強

化し、患者が望んだ場所で適切な医療を受けられ

ることを目指す 

 （８）病理診断 

・国は、より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞

診断を提供するための環境を整備 

 

 

（８）がん登録 

・全国がん登録について医療機関からの自主届出件

数を増 

・全国がん登録及び地域がん登録について、「全国が

ん罹患モニタリング集計」において「推計対象地

域」となる基準を満たす状態を継続 

・IM 比を 2.38 以上（MI 比 0.42 以下）、DCN 割合を

5.0％未満 とし、DCO割合 2013年（平成 25年）症

（９）がん登録 

・がん登録によって得られた情報を利活用すること

によって、正確な情報に基づくがん対策の立案、

各地域の実情に応じた施策の実施、がんのリスク

やがん予防等についての研究の推進及び患者やそ

の家族等に対する適切な情報提供を進める 
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第３次佐賀県がん対策推進計画 
【国】がん対策推進基本計画 

（第３期・平成 30年 3月） 

【国】がん対策推進基本計画 

（第４期・令和 5年 3月） 

例で 2.4を減少 

・全国がん登録及び地域がん登録データについて、

研究目的で利用申請された件数を増加 

 

 （１０）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向

けた取組 

・拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が、患者や

家族に対して臨床研究、先進医療、医師主導治験、

患者申出療養制度等についての適切な説明を行

い、必要とする患者を専門的な施設につなぐ仕組

みを構築 

・がん患者に対し、治験や臨床試験に関する情報を

提供する体制を整備 

 

（５）新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やか

な医療実装 

・がん患者が十分な情報を得て治療を選択でき、治

験へ参加できること等を可能とするとともに、新

たながん医療に係る技術の実装を推進することに

より、がん医療の進歩を享受できることを目指す 

３．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

 

（１）がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

①緩和ケアの提供 

・拠点病院において、「がん診療連携拠点病院の整備

に関する指針」を踏まえ、緩和ケアに携わる専門

医療従事者を確保 

・同指針の見直しがなされた場合は、これを踏まえ

て適切な体制整備を実施 

・拠点病院の間で相互に評価を実施する等、PDCAサ

イクル等による緩和ケアの質の評価に取組 

 

②緩和ケア研修会 

・拠点病院等において、がん診療に携わるすべての

医師・歯科医師が緩和ケア研修会を修了すること

を目指す 

・拠点病院において、がん患者の主治医や担当医と

なる者のうち緩和ケア研修を修了した者の割合を

３．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

 

（１）がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

・医療従事者は、徹底した疼痛ケアを行い、患者の

日常生活動作に支障が出ないようにする 

・がん診療に携わる全ての医療従事者が、精神心理

的・社会的苦痛にも対応できるよう、基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築 

・都道府県がん診療連携拠点病院において「緩和ケ

アセンター」の機能をより一層充実 

・地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセ

ンター」のあり方について、設置の要否も含め、

３年以内に検討 

・拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩

和ケアの実態及び患者のニーズを調査し、その結

果を踏まえ、緩和ケアの提供体制について検討 

３．がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社

会の構築 

（１）相談支援及び情報提供 

・がん相談支援センターやがん情報サービスの認知

度及び質を向上させ、精神心理的・社会的な悩み

を持つ患者やその家族等が適切な相談支援を受け

ることができ、また、患者やその家族等、医療従

事者等を含む全ての国民が、必要な時に、自分に

合った正しい情報にたどりつくことができること

を目指す 
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90％ 

・医師以外の医療従事者の緩和ケア研修会の受講を

増加 

・拠点病院以外に所属する医師の参加も積極的に促

し、緩和ケアにおける病診連携を推進 

 

（２）相談支援及び情報提供 

・相談支援センターにおける相談件数を増加 

・ピア・サポーター養成研修の受講者数を、2018年

度（平成 30年度）からの 6年間で延べ 60人以上 

（２）相談支援、情報提供 

・関係学会との連携や相談支援従事者の研修のあり

方等について、３年以内に検討し、より効率的・

効果的な相談支援体制を構築 

・ピア・サポートの実態調査、効果検証を行った上

で、３年以内に研修内容を見直し、ピア・サポー

トの普及に取り組む 

・科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための

体制を整備 

 

 

（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援 

 

・緩和ケア研修において、地域の医療機関等の医 

療・介護従事者の受講を受入 

 

（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援 

 

・がん患者がその療養する場所にかかわらず、質の

高いがん医療を受けられるよう、２年以内に、地

域連携体制について検討し、必要に応じて拠点病

院等の整備指針の見直しを行い、拠点病院等の機

能を更に充実 

・拠点病院等は、医療と介護との連携を図りつつ、

地域における緩和ケアの状況を把握し、地域にお

ける緩和ケアの提供体制について検討する場を３

年以内に設けるなど、地域における他の医療機関

との連携を図る。都道府県は、その開催状況の把

握に努める 

 

（２）社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・患

者支援 

・地域における医療従事者や介護従事者等との連携

や、医療従事者と患者やその家族等 とのコミュニ

ケーションにより、患者がその療養する場所にか

かわらず、質の高いがん医療や緩和ケア等の支援

を受けることができることを目指す 

 

（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サ

バイバーシップ支援） 

（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サ

バイバーシップ支援） 

（３）がん患者等の社会的 な問題への対策（サバイ

バーシップ支援） 
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【国】がん対策推進基本計画 

（第４期・令和 5年 3月） 

①就労支援 

・「就職支援ナビゲーター」との連携による就職支援

事業等において、相談件数を増加 

・すべての拠点病院において、就労に関する相談を

受けられる体制を整備 

・「がん検診向上サポーター企業」の登録事業所数を

2,000 

 

②就労以外の社会的な問題 

・【再掲】相談支援センターにおける相談件数を増加 

 

・３年以内に、「治療と仕事両立プラン（仮称）」を

開発 

・プランを活用した、がん相談支援センターの相談

員をはじめとする就労支援の関係者間の連携につ

いてモデルを構築し、「治療と仕事両立プラン（仮

称）」を用いた生活、介護及び育児の状況など、個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備 

・３年以内に、医療機関向けに企業との連携のため

のマニュアルを作成し、その普及を開始 

・がん患者・経験者、その家族の生活の質を向上さ

せるため、がん患者や家族に関する研究を行うこ

とによって、その課題を明らかにする 

・既存の施策の強化や普及啓発など、更なる施策の

必要性について検討 

 

①就労支援 

②アピアランスケア 

③がん診断後の自殺対策 

④その他の社会的な問題 

・就労支援及び治療と仕事の両立支援の推進、アピ

アランスの変化や自殺、偏見等への対策により、

患者ががんと診断を受けた後も社会的課題による

苦痛を受けることがないような社会を目指す 

（５）ライフステージに応じたがん対策 

①小児・AYA世代 

・【再掲】小児・AYA世代のがんの経験者に対する体

制整備のため国が見直しを行う「がん診療連携拠

点病院の整備に関する指針」に対応し、適切な体

制を整備 

 

②高齢者 

・【再掲】国が策定するガイドラインに基づき、高齢

のがん患者の意思決定支援の体制を整備 

（５）ライフステージに応じたがん対策 

【再掲】 

・３年以内に、「小児がん医療・支援のあり方に関す

る検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関

する検討会」で検討を行い、小児がん拠点病院と

がん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行

う 

 

・高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガ

イドラインを策定し、拠点病院等に普及させるこ

とを検討 

 

（４）ライフステージに応じた療養環境への支援 

①小児・AYA世代 

②高齢者 

・小児・AYA世代の患者への教育、就労、長期フォロ

ーアップ等の支援や、高齢のがん患者への療養環

境への支援を行うことで、がん患者がライフステ

ージごとに抱える問題に対し、適切な支援を受け

られることを目指す 

４．これらを支える基盤の整備 

（１）人材育成 

・がん診療に関する資格取得者数を増加 

４．これらを支える基盤の整備 

（１）がん研究 

・２年以内に、「がん研究 10 か年戦略」のあり方に

ついて検討を行い、新たな課題や重点的に進める

４．これらを支える基盤の整備 

（１）全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるが

ん研究の推進 

・がん研究の更なる促進により、がん予防に資する
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第３次佐賀県がん対策推進計画 
【国】がん対策推進基本計画 

（第３期・平成 30年 3月） 

【国】がん対策推進基本計画 

（第４期・令和 5年 3月） 

べき研究を盛り込む。その際、必要に応じて、現

在 AMEDで行われている事業の研究領域を見直し、

科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推

進 

 

技術開発の推進や医薬品・医療機器等の開発によ

るがん医療の充実を図るとともに、がん患者やそ

の家族等の療養生活に関する政策課題の解決を図

る 

 （２）人材育成 

・２年以内に、今後のがん医療や支援に必要な人材

と、幅広い育成のあり方について検討し、そのた

めに必要な具体的なスケジュールを策定 

 

（２）人材育成の強化 

・がん医療における人材育成の強化により、がん専

門医療人材が拠点病院等を中心に、適正に配置さ

れることを目指す 

（２）がん教育 

・毎年度、モデル校等においてがん教育を実施 

・毎年度、教職員向け研修会を開催 

（３）がん教育、がんに関する知識の普及啓発 

・全国での実施状況を把握した上で、地域の実情に

応じて、外部講師の活用体制を整備し、がん教育

の充実に努める 

 

・国民が、がん予防や早期発見の重要性を認識し、

自分や身近な人ががんに罹患しても、そのことを

正しく理解し向き合うことができるよう、がんに

関する知識の普及啓発 

 

（３）がん教育及びがんに関する知識の普及啓発 

・国民ががん予防やがん検診による早期発見の重要

性を認識するとともに、がんを正しく理解するこ

とを目指す 

 

【再掲】 

２．患者本位のがん医療の実現 

（８）がん登録 

・全国がん登録について医療機関からの自主届出件

数を増 

・全国がん登録及び地域がん登録について、「全国が

ん罹患モニタリング集計」において「推計対象地

域」となる基準を満たす状態を継続 

・IM 比を 2.38 以上（MI 比 0.42 以下）、DCN 割合を

5.0％未満とし、DCO割合 2013年（平成 25年）症

例で 2.4を減少 

・全国がん登録及び地域がん登録データについて、

【再掲】 

２．患者本位のがん医療の実現 

（９）がん登録 

・がん登録によって得られた情報を利活用すること

によって、正確な情報に基づくがん対策の立案、

各地域の実情に応じた施策の実施、がんのリスク

やがん予防等についての研究の推進及び患者やそ

の家族等に対する適切な情報提供を進める 

 

 

 

（４）がん登録の利活用の推進 

・がん登録情報の更なる利活用を目指す 
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【国】がん対策推進基本計画 

（第４期・令和 5年 3月） 

研究目的で利用申請された件数を増加 

 

  （５）患者・市民参画の推進 

・がん患者とその家族等を含む国民が、がん対策の

重要性を認識し、がん医療に関する正しい理解を

得て、医療従事者とも連携しながら、がん対策に

主体的に参画する社会を目指す 

 

  （６）デジタル化の推進 

・デジタル技術の活用等により、患者やその家族等

の医療・福祉・保健サービスへのアクセシビリテ

ィを向上させるとともに、国、地方公共団体、医

療機関等が効率的かつ効果的にサービスを提供で

きることを目指す 

 

 


